
新潟市デジタル・イノベーション企業立地促進補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 市長は、情報通信関連産業の立地を促進することにより、雇用機会の増大を図り、もっ

て情報通信関連産業の集積と本市産業の活性化に資するため、予算の定めるところにより、市

内に事業所を設置する法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第９号に規定する普通法人

（以下「企業」という。）に対して、新潟市デジタル・イノベーション企業立地促進補助金

（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、新潟市補助金等交付

規則（平成１６年新潟市規則第１９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要

綱の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）情報通信関連産業 

以下のアからケに掲げる統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基

準である日本標準産業分類における事業及び本市が規定する事業をいう。 

ア 情報サービス業 

イ インターネット附随サービス業 

ウ 映像・音声・文字情報制作業（映像情報制作・配給業のうち映画・ビデオ制作業及びア

ニメーション制作業若しくは広告制作業において、専ら情報通信の技術を利用する方法

により行う事業に限る。） 

エ 専門サービス業（他に分類されないもの）（デザイン業のうち、専ら情報通信の技術を

利用する方法により行う事業に限る。） 

オ 広告業（インターネット広告業に限る。） 

カ その他の事業サービス業（他に分類されない事業サービス業のうちコールセンター業に

限る。） 

キ 通信回線を用いて顧客の提供データをコンピュータにより集約的に管理するとともに、

データ処理システムの構築、運用等について付加的な価値の提供を行うデータセンター

等の事業 

ク 自社の人事、総務又は会計など事務管理やカスタマーサービス等の複数部門の事務処理

又はデータ管理に係る業務を集約し、コンピュータ等の情報技術を用いて、一括して処

理を行う事業 

ケ 顧客からの委託を受けて、人事、総務又は会計などの事務管理部門やカスタマーサービ

ス部門の事務処理又はデータ処理に係る業務について、コンピュータ等の情報技術を用

いて、付加的な価値を提供する事業 

（２）事業所 前号の事業のために供する目的で賃貸借契約等を締結し、専有部がある事業所

であって、新潟市市税条例施行規則（平成１９年新潟市規則第４１号）第４１条に定める法



人設立・設置（新設）・異動申告書を提出している法人の事業所をいう。 

（３）新設 市内に新たに事業所を設置することをいう。 

（４）増設 市内に新設した事業所を、操業を開始した日（以下「操業開始日」という。）か

ら起算して補助対象期間内に、当該事業所の同一又は隣接建物内において拡張することをい

う。 

（５）移設 市内に新設した事業所を、操業開始日から起算して補助対象期間内に引き払い、

新たに当該事業所と同一の用に供する事業所を設置することをいう。 

（６）特定地域 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第２条第３項に基づき、都

市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令（平成１４年政令第２５７

号）第１条で定める新潟都心地域をいう。 

（７）オフィスビル 賃貸用業務施設を用途に含む建築物をいう。 

（８）新築 建築物が現存していない敷地に、各種関連法令において適法なオフィスビルを建

設することをいう。ただし、一体の事業計画の中で、対象地域における別の敷地にあるオフ

ィスビルの廃止又は縮小を伴う場合は、建替とみなす。 

（９）建替 敷地内に現存している建築物（解体中のものも含む。）を除去した上で、各種関

連法令において適法なオフィスビルを建設することをいう。 

（１０）床面積 建築基準法施行令（昭和２５年政令３３８号）第２条第１項第３号に規定す

る床面積をいう。 

（１１）新規常用雇用者 次に掲げる要件すべてに該当するものをいう。 

ア 事業所の指定を受けた日から起算して３月前から操業開始後５年以内に、事業所の新

設、増設又は移設に伴い新たに常用雇用した新潟広域都市圏に住所を有する従業員又は

新潟広域都市圏に住所を異動した従業員。 

イ 雇用保険の一般被保険者であるもの。 

ウ 雇用期間の定めがない継続的な雇用関係（時間給又は日給で契約しているものを除

く。）にあり、かつ１週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度（１週間の所定労働

時間が３０時間未満の者を除く。）である労働契約を締結したもの。 

（１２）親会社 会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号に規定する親会社のうち、

会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第３条第３項第１号に該当する企業。 

 （補助金の交付の指定要件） 

第３条 補助金の交付の指定を受けようとする企業は、次の各号のいずれにも該当しなければな

らない。 

（１）情報通信関連産業の事業の用に供する事業所を市内に有しておらず、当該事業所を新設

しようとするもの。ただし、事業承継（合併、会社分割、事業譲渡その他これらに類する行

為を含む。）により、従来から本市内で行われていた事業又は使用されていた事業所を引き

継ぐ場合を除く。 

（２）第７条の規定による補助金交付指定申請において、１年以上の事業実績を有するもの。 



２ 事業実績が１年未満の企業の場合、親会社が前項第１号を満たし１年以上の事業実績を有す

るとき、親会社と当該企業を一体として取り扱い、前項第２号を満たすものとする。 

３ 別表第１に定める補助類型のいずれかに該当し、当該補助類型に応じた対象建築物要件を満

たすこと。 

 （補助金の交付要件） 

第４条 補助金の交付を受けようとする企業は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。 

（１）第８条の規定により指定を受けた事業であること。この場合において、当該指定に係る

事業所について補助対象期間内に増設又は移設を行ったときは、当該増設又は移設後の事業

について申請するものであること。 

（２）事業所に係る賃貸借契約の締結後、１年以内に当該事業所において事業を開始している

こと。ただし、竣工前のオフィスビルにあっては、当該建築物の竣工の日から起算して１年

以内に事業を開始していること。 

（３）新規常用雇用者の数が、別表第２に定める雇用要件を満たし、かつ、新規常用雇用者の

うち新潟市民が８割以上を占めること。 

（４）市税を滞納していないもの。 

２ 前項第３号の規定にかかわらず、補助金の交付の指定後の初回交付申請が属する年度（以下

「初年度」という。）に限り、別表第２に定める初年度特例雇用要件を満たし、かつ、新規常

用雇用者のうち新潟市民が８割以上を占める場合は、同号の要件を満たしているものとみなす。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、事業所の賃借に要する経費とする。 

２ 前項の補助対象経費は、他の公的支援制度を適用する前の、申請者が本来負担すべき経費と

し、消費税額、敷金及び礼金を除くものとする。 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の額、限度額、補助対象期間は、別表第３に定めるところによる。 

２ 前項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるも

のとする。 

 （補助金の交付の指定の申請） 

第７条 補助金の交付の指定を受けようとする企業は、補助金交付指定申請書（別記様式第１

号）に別表第４に掲げる提出書類その他市長が必要と認める書類を添付して、同表に定める申

請期限までに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の指定に係る申請の対象である事業（以下「指定申請対象事業」という。）の

内容により必要がないと認める場合は、前項に定める書類の全部又は一部を省略させることが

できる。 

 （補助金の交付の指定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認める

ときは補助金の交付の指定を行うものとする。この場合において、補助金の交付の目的を達成



するため必要があると認めるときは、これに公害防止に関する事項その他条件を付することが

できる。 

 （指定の通知） 

第９条 市長は、前条の規定による補助金の交付の指定を行った場合は、その指定の内容（指定

の条件を付したときは、その指定の内容及び条件）を補助金交付指定通知書（別記様式第２

号）により、指定を行わなかったときはその旨を、当該申請をした企業に通知するものとす

る。 

 （届出） 

第１０条 補助金の交付の指定を受けた企業は、次に掲げる事由が生じた場合は、遅滞なくそ

の旨を市長に届け出なければならない。 

（１）補助金の交付の指定対象となった事業（以下「指定対象事業」という。）の内容を著しく

変更したとき。 

（２）事業所の増設又は移設を行ったとき。 

（３）指定対象事業を休止し、又は廃止したとき。 

（４）操業を開始し、休止し、又は廃止したとき。 

２ 前項の規定により届出をしようとする企業は、指定対象事業変更届（別記様式第３号）、指

定対象事業（休止・廃止）届（別記様式第４号）、操業開始届（別記様式第５号）又は操業

（休止・廃止）届（別記様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付の指定の取消し等） 

第１１条 市長は、補助金の交付の指定を受けた企業が、次のいずれかに該当する場合は、そ

の指定を取り消し、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返

還させることができる。 

（１）指定対象事業を正当な理由によるところなく、操業開始日から起算して７年以内に休止、

又は廃止したとき。 

（２）偽りその他不正の手段により補助金の交付の指定を受けたとき。 

（３）補助金の交付の指定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（４）その他条例、規則及びこの要綱の規定に違反したとき。 

（５）指定対象事業に係る事業所を移転したことにより、当該事業が指定の際に該当していた補

助類型に該当しなくなったとき。 

２ 市長は、補助金の交付の指定を受けた企業が、前項のいずれかに該当する場合は、指定取消

等通知書（別記様式第７号）により、当該補助金の交付の指定を受けた企業に通知するものと

する。 

 （補助金の交付の申請） 

第１２条 補助金の交付の申請をしようとする企業は、補助金交付申請書兼実績報告書（別記

様式第８号）に別表第４に掲げる提出書類その他市長が必要と認める書類を添付して、同表に

定める申請期間内に市長に提出しなければならない。 



２ 市長は、補助金交付対象事業の内容により必要がないと認める場合は、前項に規定する書類

の全部又は一部を省略させることができる。 

 （補助金の交付） 

第１３条 市長は、前条の規定により提出された書類について、審査の結果が交付要件に合致

した場合は、予算の範囲内において補助金を交付する。 

 （報告又は調査） 

第１４条 市長は、補助金の交付に関し必要がある場合は、補助金の交付指定を受けた企業に

対し、報告を求め、又は当該職員をして調査させることができる。 

２ 市長は、補助金交付の効果測定のために、補助金の交付の指定を受けた企業に対し、補助金

を交付した年度の決算書の提出を求めることができる。 

 （地位の承継） 

第１５条 補助金の交付の指定を受けた企業が当該補助金の交付の指定に係る事業を譲渡した

場合は、当該事業の譲受人は、市長の承認を得て、当該補助金の交付の指定を受けた企業の地

位を承継することができる。 

２ 補助金の交付の指定を受けた企業について合併又は分割（それぞれ補助金の交付の指定に係

る事業を承継させるものに限る。以下同じ。）があった場合は、合併後存続する法人、合併に

より設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、市長の承認を得て、当該補助

金の交付の指定を受けた企業の地位を承継することができる。 

３ 前２項の規定により補助金の交付の指定を受けた企業の地位を承継しようとする企業は、指

定事業承継承認申請書（別記様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１４年１月４日から施行する。 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第８条の規

定による指定を受けた者に対するこの要綱の規定の適用については、この要綱の失効後も、な

おその効力を有する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年９月２６日から施行する。 

   附 則 



１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の新潟市情報通信関連産業立地促進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の

日以降に補助金の交付申請をしたものから適用し、同日前に申請をしたものについては、なお

従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年３月１２日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の新潟市情報通信関連産業立地促進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の

日以後に補助金の交付の指定を受ける企業から適用し、同日前に当該指定を受けた企業につい

ては、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の新潟市情報通信関連産業立地促進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の

日以後に補助金の交付の指定を受ける企業から適用し、同日前に当該指定を受けた企業につい

ては、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の新潟市情報通信関連産業立地促進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の

日以後に補助金の交付の指定を受ける企業から適用し、同日前に当該指定を受けた企業につい

ては、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の新潟市情報通信関連産業立地促進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の

日以後に補助金の交付の指定を受ける企業から適用し、同日前に当該指定を受けた企業につい

ては、なお従前の例による。 



   附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の新潟市情報通信関連産業立地促進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の

日以後に補助金の交付の指定を受ける企業から適用し、同日前に当該指定を受けた企業につい

ては、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この要綱は、令和３年１１月１０日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

２ 改正後の新潟市情報通信関連産業立地促進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の適用の

日以後に補助金の交付の指定を受ける企業から適用し、同日前に当該指定を受けた企業につい

ては、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の新潟市デジタル・イノベーション企業立地促進補助金交付要綱の規定は、この要綱

の適用の日以後に補助金の交付の指定を受ける企業から適用し、同日前に新潟市情報通信関連

産業立地促進事業補助金交付要綱に基づき当該指定を受けた企業については、なお従前の例に

よる。 

   附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の新潟市デジタル・イノベーション企業立地促進補助金交付要綱の規定は、この要綱

の適用の日以後に補助金の交付の指定を受ける企業から適用し、同日前に当該指定を受けた企

業については、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の新潟市デジタル・イノベーション企業立地促進補助金交付要綱第４条第２項の規定

（指定又は交付要件及び額及び限度額に限る。）は、この要綱の適用の日以後に操業開始又は

補助金の交付の申請をする企業から適用する。 

３ 改正後の新潟市デジタル・イノベーション企業立地促進補助金交付要綱の規定（改正後の新

潟市デジタル・イノベーション企業立地促進補助金交付要綱第４条第２項の規定（指定又は交

付要件及び額及び限度額）を除く。）は、この要綱の適用の日以後に補助金の交付の指定を受

ける企業から適用し、同日前に当該指定を受けた企業については、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の新潟市デジタル・イノベーション企業立地促進補助金交付要綱の規定は、この要綱

の適用の日以後に補助金の交付の指定を受ける企業から適用し、同日前に当該指定を受けた企

業については、なお従前の例による。 

   附 則 



１ この要綱は、令和８年３月３１日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

２ 改正後の新潟市デジタル・イノベーション企業立地促進補助金交付要綱の規定は、この要綱

の適用の日以後に補助金の交付の指定を受ける企業から適用し、同日前に当該指定を受けた企

業については、なお従前の例による。 

 



別表第１（補助類型）（第３条関係） 

補助類型 対象建築物 

新潟都心地域 

新築型 

以下の（１）から（４）に掲げる要件をすべて満たすこと。 

（１）特定地域内に所在する、竣工の日から起算して３年以内の建築物であ

ること。 

（２）用途が建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）上の事務所であるこ

と。 

（３）天井高さが２，７００ｍｍ以上であること。 

（４）床の高さが１００ｍｍ以上のＯＡフロアであること。 

新潟都心地域 

一般型 

特定地域内に所在する建築物であって、新潟都心地域新築型に該当しないも

の。 

市内全域型 市内の特定地域外に所在する建築物であること。 

 

 

 

別表第２（面積規模区分・雇用要件）（第４条関係） 

面積規模区分 事業所面積 雇用要件 
初年度特例 

雇用要件 

小規模型 賃貸借契約している床面積が 50 坪未満の事業所 ５人 ３人 

中規模型 貸借契約している床面積が 50 坪以上 100 坪未満

の事業所 

１０人 ６人 

大規模型 貸借契約している床面積が 100坪以上 150坪未満

の事業所 

１５人 ８人 

特大規模型 貸借契約している床面積が 150 坪以上の事業所 ２０人 １２人 

 



別表第３（補助額および限度額）（第６条関係） 

補助類型 補助額 補助限度額 補助対象期間 

新潟都心

地域 

新築型 

（１）雇用要件を満たす場合 

補助対象経費の４分の３以内の額 

（２）初年度特例雇用要件を満たす

場合 

当該面積規模区分に係る通常の雇

用要件人数に対する実際の雇用人

数の割合を、（１）の補助額に乗じ

た額。 

補助額＝補助対象経費×3/4×（新

規常用雇用者数 / 雇用要件人数） 

（１）別に定める坪単価あた

りの上限額とする。 

（２）年度ごとの限度は次の

ア又はイに掲げる額のうちい

ずれか小さい額とする。 

ア ５，０００万円 

イ 他の公的支援制度を優先

的に適用することとし、なお

も企業が負担する経費が発生

する場合は、企業が負担する

経費の額 

（１）操業開

始後１年を

経過した日

の属する年

度から３年

間 

（２）交付要

件に基づき

毎年交付す

るものとす

る。 

新潟都心

地域 

一般型 

（１）雇用要件を満たす場合 

補助対象経費の２分の１以内の額 

（２）初年度特例雇用要件を満たす

場合 

当該面積規模区分に係る通常の雇

用要件人数に対する実際の雇用人

数の割合を、（１）の補助額に乗じ

た額。 

補助額＝補助対象経費×1/2×（新

規常用雇用者数 / 雇用要件人数） 

（１）別に定める坪単価あた

りの上限額とする。 

（２）年度ごとの限度は次の

ア又はイに掲げる額のうちい

ずれか小さい額とする。 

ア ３，０００万円 

イ 他の公的支援制度を優先

的に適用することとし、なお

も企業が負担する経費が発生

する場合は、企業が負担する

経費の額 

同上 

市内 

全域型 

（１）雇用要件を満たす場合 

補助対象経費の５分の１以内の額 

（２）初年度特例雇用要件を満たす

場合 

当該面積規模区分に係る通常の雇

用要件人数に対する実際の雇用人

数の割合を、（１）の補助額に乗じ

た額。 

補助額＝補助対象経費×1/5×（新

規常用雇用者数 / 雇用要件） 

（１）別に定める坪単価あた

りの上限額とする。 

（２）年度ごとの限度は次の

ア又はイに掲げる額のうちい

ずれか小さい額とする。 

ア ９００万円 

イ 他の公的支援制度を優先

的に適用することとし、なお

も企業が負担する経費が発生

する場合は、企業が負担する

経費の額 

（１）操業開

始後１年を

経過した日

の属する年

度から５年

間 

（２）交付要

件に基づき

毎年交付す

るものとす

る。 



 

別表第４（指定及び交付の申請）（第７条、第１２条関係） 

指 定 申 請 交 付 申 請 

申請期限 提出書類 申請期間 提出書類 

賃貸借契約日 

の前日 

（１）事業計画書 

（２）賃貸借契約書（案） 

（３）対象建築物の設備概要の

わかるもの 

（４）対象建築物の登記事項証

明書 

（５）法人の登記事項証明書 

（６）最新の決算書（写し） 

（７）暴力団等の排除に関する

誓約書兼同意書 

（８）株主名簿 

ただし、新潟都心地域一般型、

市内全域型の交付の指定を受け

ようとする企業は、（３）、

（４）は不要とする。 

操業開始日か

ら１年を経過

した日から１

か月以内 

（２年～５年

を経過した日

においても同

じ。） 

 

（１）賃貸借契約書（写し） 

（２）事業所賃借料の領収書

（写し） 

（３）新規常用雇用者の住民票

の写し、給与台帳（写し）、事

業所別雇用保険被保険者台帳

（写し）、雇用契約書（写し） 

（４）市税の納税証明書 

（５）最新の決算書（写し） 

 

  



様式第１号（第５条関係） 

 

 

年   月   日 

 

 

（宛先）新潟市長 

 

    住  所 

申請者 名  称 

    代表者名              

 

 

補助金交付指定申請書 

 

新潟市デジタル・イノベーション企業立地促進補助金交付要綱第５条の規定に基づく補助金交

付の指定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 



様式第２号（第７条関係） 

 

第       号 

年   月   日 

 

様 

 

新潟市長           印 

（担当            ） 

 

 

補助金交付指定通知書 

 

    年   月   日付けで申請のあった新潟市デジタル・イノベーション企業立地促進

補助金交付要綱第５条の規定による指定申請について、同要綱第６条の規定により下記のとおり

指定しましたので、同要綱第７条の規定により通知します。 

 

指 定 年 月 日 年   月   日 

指 定 番 号 第       号 

 

指 定 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第８条関係） 

 

   年   月   日 

（宛先）新潟市長 

 

    住  所 

申請者 名  称 

    代表者名              

 

指定対象事業変更届 

 

指定対象事業の内容等を変更したいので、新潟市デジタル・イノベーション企業立地促進補助

金交付要綱第８条の規定により次のとおり届出します｡ 

 

指定年月日 

指定番号 
      年   月   日   第     号 

変更年月日       年   月   日 

変更事項 

 

変更理由 

 

 



様式第４号（第８条関係） 

   年   月   日 

（宛先）新潟市長 

 

    住  所 

申請者 名  称 

    代表者名              

 

 

指定対象事業（休止・廃止）届 

 

指定対象事業を（休止・廃止）したので、新潟市デジタル・イノベーション企業立地促進補助

金交付要綱第８条の規定により次のとおり届出します。 

 

指定年月日 

指定番号 
      年   月   日   第     号 

休止・廃止 

年月日 
      年   月   日 

休止・廃止の 

理由 

 

今後の見通し 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

 

   年   月   日 

 

 

（宛先）新潟市長 

 

    住  所 

申請者 名  称 

    代表者名              

 

 

操 業 開 始 届 

 

指定対象事業所の操業を開始したので、新潟市デジタル・イノベーション企業立地促進補助金

交付要綱第８条の規定により次のとおり届出します。 

 

指定年月日 

指定番号 
      年   月   日   第     号 

操 業 開 始 

年月日 
      年   月   日 

 



様式第６号（第８条関係） 

 

   年   月   日 

（宛先）新潟市長 

    住  所 

申請者 名  称 

    代表者名              

 

 

操業（休止・廃止）届 

 

指定対象事業所の操業を（休止・廃止）したので新潟市デジタル・イノベーション企業立地促

進補助金交付要綱第８条の規定により次のとおり届出します。 

 

指定年月日 

指定番号 
      年   月   日   第     号 

休止・廃止 

年月日 
      年   月   日 

休止・廃止の 

理由 

 

今後の見通し 

 

 



様式第７号（第９条関係） 

 

第       号 

年   月   日 

 

様 

 

新潟市長           印 

（担当            ） 

 

 

指 定 取 消 等 通 知 書 

 

新潟市デジタル・イノベーション企業立地促進補助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記の

処分をしたので通知します。 

 

指定年月日 

指定番号 
年   月   日  第    号 

指定取消 

年月日 
年   月   日 

交付停止 

年月日 

 

処分該当条項 

 

処分事項 

 

 



様式第８号（第１０条関係） 

   年   月   日 

（宛先）新潟市長 

 

    住  所 

申請者 名  称 

    代表者名              

 

 

補助金交付申請書兼実績報告書 

 

新潟市デジタル・イノベーション企業立地促進補助金交付要綱第１０条の規定に基づく補助金

の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

指定年月日 

指定番号 
     年   月   日   第     号 

交 付 申 請 

補  助  金 

補 助 金 の 名 称 交 付 申 請 額 

  

  

（注） 交付申請額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てて記入してください。 

 



様式第９号（第１３条関係） 

 

   年   月   日 

 

（宛先）新潟市長 

 

    住  所 

申請者 名  称 

    代表者名              

 

 

指定事業承継承認申請書 

 

 下記のとおり補助金の交付の指定を受けた企業としての地位を承継したいので、新潟市デジタ

ル・イノベーション企業立地促進補助金交付要綱第１３条の規定により、関係書類を添えて申請

します。 

 

指定年月日 

指定番号 
      年   月   日   第     号 

指定事業者 

事業者名 
 

 

所在地 
 

 

承継事業者 

事業者名 
 

 

所在地 
 

 

承  継 

年月日       年   月   日 

事 由 
 

 

添付書類 

 １ 補助金の交付の指定を受けた事業の譲受人にあっては、当該事業の譲渡を証する書類 

 ２ 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業を承継した法

人にあっては、当該法人の登記事項証明書 



 


